
 

 

 

 

 

 

壱岐市ＳＸ推進事業 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

 

 

壱 岐 市 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

１．目的 

  人口減少は前提条件となり日本平均の 30 年以上先の水準の超高齢化社会という現状

に、不安定な社会情勢も拍車をかけ、地域課題は深刻化している。 

これらの課題を解決し、次世代に豊かな環境と社会を引き継ぐために、主体性のある

市民、関係人口が起点となり、既存産業の付加価値向上や新たな産業体系の創出、複雑

化する地域課題解決に向けた具体的な行動を促進し、多様性のある地域創生の取組みが

加速することで、離島課題である教育・経済・医療福祉の三側面から持続可能な形へと

転換する「サステナブル・トランスフォーメーション（SX）」の実現を行う。 

 

 

２．業務概要 

（１）業務名 

壱岐市ＳＸ推進事業 

（２）履行期間 

契約締結の日から令和９年３月２６日までとする。 

（３）業務内容 

壱岐市ＳＸ推進事業仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（４）選定方法 

公募型プロポーザルによる。 

本プロポーザル（以下「本件」という。）は、当該業務の履行の手段や実施体制

等を総合して最も優れた能力のある候補者を特定するための手続きであり、当

該業務の受託希望者を公募により募集し、参加資格、企画及び実施体制等につ

いて、本件実施のため予め定めた審査項目、評価基準に基づき審査し、契約候

補者を１者選定する。 

（５）契約上限額 

31,664,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）以内 

（６）契約方法 

契約候補者を決定後、提案内容に基づき両者協議の上、壱岐市財務規則及び壱

岐市随意契約ガイドラインの規定により随意契約とし、提案金額に基づき再度、

見積徴取の上で契約金額を決定するものとする。 

ただし、契約締結後、本提案における失格事項、不正又は虚偽記載と認められ

る行為が判明した場合は、契約を解除することができるものとする。 
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３．参加資格要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

（１）過去５か年間、国又は地方自治体において、自治体 SDGs モデル事業又はそれ

と同様の業務の履行実績を有する者 

（２）令和８年度壱岐市競争入札参加資格名簿に登録されている者 

（３）壱岐市が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領に

基づく入札参加停止、指名回避を受けていないこと。 

（４）地方自治施行令（昭和 22 年政令 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないもの

であること。 

（５）公募開始の日から契約締結までのいずれの日においても、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て、民事再生法（平成 11 年法律

第 225 号）に基づき再生手続開始の申立て又は破産法に基づく破産手続開始の

申立てがなされていない者であること。 

（６）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（７）壱岐市暴力団排除条例（平成 24 年壱岐市条例第 29 号）第２条号に規定する暴

力団及び暴力団員又は暴力団と密接な関係に該当する者でないこと。 

（８）本業務を遂行するにあたり必要とされる業務経験等を有した者を従事させるこ

とができる者であること。 

（９）その他、法令等に違反しないこと又は違反する恐れがないこと。 

 

 

４．実施スケジュール 

NO 内容 期間 

１ 募集開始（本市ホームページ掲載） 令和 8 年 4 月 14 日（火） 

２ 質問受付（電子メール又ＦＡＸ） 令和 8 年 4 月 20 日（月）午後 5 時まで 

３ 質問書回答（本市ホームページ掲載） 随時、回答を行う。 

４ 参加申し込み 令和 8 年 4 月 22 日（水）午後 5 時まで 

５ 参加資格（通知） 参加資格を確認後、速やかに通知を行う 

６ 企画提案書等の提出 令和 8 年 5 月 7 日（木）午後 5 時まで 

７ 審査会（プレゼンテーション） 令和 8 年 5 月上旬（予定） 

８ 審査結果の通知 令和 8 年 5 月中旬（予定） 

９ 見積徴取・契約締結 令和 8 年 5 月下旬（予定） 
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５．質問受付 

（１）受付期間 

令和８年４月２０日（月）午後５時まで 

（１）質問方法 

質疑のある事業者は、質問書（様式１）により「１４．担当部署及び問い合わ

せ先」に提出すること。（電子メール又はＦＡＸも可とするが、必ず受信確認の

連絡を行うこと。） 

（２）質問の回答 

本市ホームページ上で随時、回答を行う。 

 

 

６．参加申し込み 

参加意向申込書及びプロポーザル実施要領等、公募に関する資料・様式類は本市ホー

ムページ【http://www.city.iki.nagasaki.jp/】からダウンロードすること。 

（１）提出書類 

公募型プロポーザル参加意向申込書（様式２） 

（添付書類） 

・参加資格確認書（様式３） 

・会社概要書（様式４又は既存の会社概要パンフレット） 

・業務実績書（様式５） 

・国税及び地方税に滞納がないことを証する書類 

・その他、市長が必要と認める書類 

（２）提出期限 

令和８年４月２２日（水）午後５時まで 

（３）提出先及び提出方法 

「１４．担当部署及び問い合わせ先」に持参又は郵送すること。（簡易書類書留

郵便に限る）なお、郵便事故等により必要書類等が提出先又は期日までに到達

しなかったことによる異議申し立ては、一切受け付けない。 

 

 

７．参加資格有無の確認及び通知 

実施要領に基づき事業者の参加資格を確認し、参加表明のあった全ての事業者に対し

て速やかに参加資格確認通知書により通知する。なお、参加資格要件を満たさないと判

断された事業者は、その理由について通知日より７日以内に限り、書面（任意様式）に

より説明を求めることができる。 

http://www.city.iki.nagasaki.jp/
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８．企画提案書等の提出 

（１）下記のアからケの書類一式を正本１部、副本５部（複写可）、電子データ（CD-

R 又は DVD-R）で提出すること。 

ア．企画提案書提出届（様式６） 

イ．会社概要書（様式４及び会社概要パンフレット） 

ウ．工程表（任意様式） 

エ．業務実施体制（様式７） 

オ．配置予定者調書（様式８-1、8-2） 

カ．企画提案書（任意様式） 

キ．業務に係る参考見積書（任意様式） 

ク．業務に係る参考見積内訳書（任意様式） 

ケ．その他、特にアピールしたい事項（任意様式） 

（２）提出期限 

令和８年５月７日（木）午後５時まで 

（３）提出先及び提出方法 

「１４．担当部署及び問い合わせ先」に持参又は郵送すること。（簡易書類書留

郵便に限る）なお、郵便事故等により企画提案書等が提出先又は期日までに到

達しなかったことによる異議申し立ては、一切受け付けない。 

（４）企画提案書作成上の留意点 

ア．要点を押さえてわかりやすく的確かつ具体的に記載すること。 

イ．企画提案書（任意様式） 

ウ．様式は原則Ａ４判の形式とし、任意様式で作成すること。また、カラー、

白黒印刷は問わないものとするが、提案内容によりＡ３判を利用する場合

には、片面印刷とし、Ａ４判に折り込むこととする。また、各ページには

一連のページ番号を記載すること。 

  （５）企画提案書等の取扱い 

ア．提案は、１事業者につき１件とする。 

イ．本件に関して提出された企画提案書その他提案の必要書類及び制作物等（ 

以下「企画提案書等」という。）の修正、変更は、一切認めない。 

また、企画提案書等は、理由の如何に関わらず返却は行わない。 

ウ．企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市は、本業務に

係る範囲内において公表する場合、その他本市が必要と認める場合には、

企画提案書等の内容を無償で使用できるものとする。 

エ．企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任

は提案者が負うものとする。 
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９．審査会（プレゼンテーション） 

（１）実施日時 

令和８年５月上旬を予定（日時・場所は別途通知する。） 

（２）出席者 

業務主任担当者を含めた３名以内とする。（※オンラインでの参加も可） 

（３）内容 

企画提案書等の説明（２０分以内）及び質疑応答（１０分以内）で実施 

 

 

１０．選定方法 

（１）選定方法 

企画提案書等の内容に基づき「壱岐市ＳＸ推進事業候補者選定委員会」におい

て総合的に評価を行い、契約候補者１名を選定する。ただし、合計点数の平均

点が６０点を超えるものがいなかった場合は契約候補者を選定しない。 

（２）評価 

下記「評価項目及び評価基準」のとおり。 

（評価項目及び評価基準） 

評価項目 評価基準 配点 配点計 

業務実施

体制・運

営にかか

る評価 

プロジェクト

管理体制 

・仕様書に基づき、委託業務の趣旨、目

的を正しく理解しているか。 

５ ２５ 

コーディネー

ターの質 

・実施体制、スケジュールは、現実的か

つ効果的であるか。 

５ 

類似業務の実

績 

・SDGs 教育や医療 DX 実証、官民連携

事業の受託実績があるか。 

５ 

本業務に係る

価格点の算定 

・満点（１０点）×各提案者の提案金額の

うち最低の額÷自社の提案金額（端数があ

る場合、小数点以下第２位を四捨五入す

る。） 

１０ 

企画提案

内容にか

かる評価 

中学生 SDGs

教育 

・バックキャスティングを用いたワーク

ブックの開発や、学校が自立して継続

（自走化）できるための支援策が具体的

か。 

１５ ７５ 

高校イノベー

ション・コー

ディネート 

・探究活動の高度化、サマーコンテスト

から通年活動への接続、産学官のマッチ

ング手法が優れているか。 

１５ 
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対話会・共創

アイデア支援 

・「壱岐なみらい創り対話会」への参加者

を集める仕掛けや、高校生の参加やアイ

デアを実証・助成につなげる伴走支援が

実効的か。 

１５  

医療 DX の実

証実験 

・ウェアラブルデバイスを用いたバイタ

ルデータの収集および科学的な分析手法

が確立されているか。 

１０ 

・離島における医療格差是正に向けた具

体的な行動および成果が見込めるか。 

１０ 

情報発信・効

果測定 

・SNS 等の分析に基づき、島外からの問

い合わせや次年度以降の連携を誘発する

戦略的な広報案があるか。 

１０ 

 

 

１１．選定結果の通知 

選定結果については、契約候補者決定後、速やかに本市ホームページで公表する。 

 

 

１２．契約手続き 

契約候補者を決定後、提案内容に基づき両者協議の上、壱岐市財務規則及び壱岐

市随意契約ガイドラインの規定により随意契約とし、提案金額に基づき再度、見積

徴取の上で契約金額を決定するものとする。 

 

 

１３．その他の留意事項 

（１）本件参加に係るすべての費用は、参加者負担とする。 

（２）このプロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、壱岐市情報公開条例

に基づき、企画提案書等を公開することがある。 

（３）失格事項 

次のいずれかに該当する場合には、失格とする。 

ア 「３．参加資格要件」に記載した要件を満たさなくなった場合 

イ 提出書類等が提出期限後に到達した場合 

ウ 提出書類等に著しい不備があった場合、又は提出書類等の内容、事業者

からの回答・報告等に虚偽の記載又は内容があった場合 

エ 書類の提出、回答・報告等、市が必要と認める事項を正当な理由なく拒
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否した場合 

オ 参考見積が見積限度額を超える又は参考見積書と内訳書の金額が一致し

ない場合 

カ 談合その他の不正行為、審査の透明性・公平性を損なう行為があったと

認められる場合 

キ 上記事項に掲げるもののほか、適正な事務手続等が履行できないと判断

した場合 

 

 

１４．担当部署及び問い合わせ先 

〒811-5192 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 562 番地 

壱岐市役所 

総務部一緒に推進課 

電 話 0920-48-1134 

Ｆａｘ 0920-48-1553 

Ｅ-mail iki-eng@city.iki.lg.jp 

 

 

１５．壱岐市ホームページ 

http://www.city.iki.nagasaki.jp/ 


